
『首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

(1) 避難体制等の強化

②タイムラインの策定・運用

担当部署
内閣府 政策統括官（防災担当）
東京都 総務局総合防災部

連絡先
内閣府 03-5797-7693
東京都 03-5388-2486

関係機関 江東５区 他

取組概要
令和４年度より「首都圏における広域的な避難
対策の具体化に向けた検討会」を設置した。

取組内容の工夫点・課題・留意点
広域避難先開設・運営、避難手段・誘導、情

報発信・伝達について、それぞれワーキンググ
ループを設置して検討を実施した。

取組による効果
広域避難計画モデルをもとに、「広域避難」

を必要とする自治体での計画策定を促進

■対策事例 【荒川水系（東京都）大規模氾濫に関する減災対策協議会
：内閣府・東京都】

首都圏大規模水害広域避難計画モデルの作成 【R６年度 第7回検討会】
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タイムラインの策定

・海抜ゼロメートルのエリアが広がる東京東部低地帯において、｢広域避難」が必要となる自治体が、
広域避難計画の策定に用いるひな型として、定めるべき内容等をとりまとめた

・計画を策定する際の記載内容のレベル感の統一や抜け漏れを防ぐため可能な限り穴埋め方式で、
「いつ」「誰が」「何をするか」を具体的に記載

・各自治体で広域避難計画を策定で
きるよう、区市町村は「○○区（広
域避難自治体）」、都道府県は、
「東京都」として表記

・また、広域避難計画を具体化する
際の留意点等を【解説】として記載

・大規模水害から住民の命を守る（都内
ゼロメートル地帯の約250万人など）
ためには、住民への意識啓発とともに、
国、都県、区市町村、交通事業者、報
道機関等の連携が不可欠であるため、
関係機関が一丸となって広域避難オペ
レーションを実行できるよう、タイム
ラインを作成した【令和５年度】
また、図上訓練を行いタイムラインの
更新を行った【令和６年度】
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